
 京都市駐車場条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年１１月８日 

京都市長  松 井 孝 治 

京都市規則第   号 

京都市駐車場条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市駐車場条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第１９条の２第２号中「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設

備に関する基準を定める省令第１条第１項第５号」を「移動等円滑化のために必要な旅客

施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に

関する基準を定める省令第２条第１項第６号」に、「同項第６号」を「同項第７号」に改め

る。 

別表第５備考１及び第１号様式注１５⑷中「第１８条第３項」の右に「若しくは第４項」

を加える。 

第２号様式注３中「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に

関する基準を定める省令第１条第１項第５号」を「移動等円滑化のために必要な旅客施設

又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関す

る基準を定める省令第２条第１項第６号」に、「同項第６号」を「同項第７号」に改め、同

注１３⑷中「第１８条第３項」の右に「若しくは第４項」を加える。 

第５号様式注１４⑶中「第１８条第３項」の右に「若しくは第４項」を加える。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

（都市計画局都市企画部都市計画課） 
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